
現行の授業観察制度の FD化について 

○目的

他の教員の授業を観察することは、新たな教授法について知る機会になり、また、授業観察を

受けた側はコメントをもらうことで、自身の授業に関して新たな気づきを得ることができる。こ

のように授業観察は、授業者および観察者の双方にとって効果が高いものと考えられ（中期計画

【4-1】達成指標・基準①教員相互による授業評価実施状況に関連）、現在、全学モジュール・外

国語科目で授業観察の制度は設けられているが、ほとんど実施されていないのが現状である。 

そこで、授業観察を FD認定することで、授業観察に対する教員のモチベーションを高め、授業

改善を進めることとし、中期計画【4-1】達成指標・基準①をも満たすことを目的とする。 

○授業観察対象科目

授業公開科目（全学モジュールⅠ・Ⅱ科目，外国語科目） 

○FD認定のための要件

１コマおよび２コマ連続の授業時間に関わらず、60 分以上の観察を行い、現行の授業観察のシス

テムにおける「授業観察記録フォーム」の提出を行うこととする。

【FDの認定】 

・授業者および観察者双方に FD 認定する。

・大学教育イノベーションセンターにて「授業観察記録フォーム」を集約・確認し、評価・ＦＤ

教育改善専門部会と教務委員会にて FD認定する。

○認定開始時期

・平成 30年度後期から

（各授業担当者に公開日・非公開日の調査の中で、FDについても説明するため） 

○会議での承認手続き

・毎年度、全学 FDとして「平成○年度授業観察 FD」を設定する。

・大学教育イノベーションセンターは集約されたデータを作成し、半期に１度、評価・ＦＤ教育

改善専門部会と教務委員会で報告・承認された場合、「平成○年度授業観察 FD」の受講者とし

て認定する。

平成３０年６月１８日

長 崎 大 学 教 務  委 員 会
資料３
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評価・ＦＤ教育改善専門部会で審議

教務委員会で審議

半期に1度取り纏め 

授業者
観察者

授業観察記録
フォーム（7まで）

授業観察記録
フォーム（8追記）

現行の授業観察 

イノベC事務室

「平成○年度授業観察FD」の受講者として両教員を認定 
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